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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況 

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務

の適正を確保するための体制 

当社は監査役会設置会社である。取締役会は、経営および業務執行に係る全ての重要事項について審議・

決定を行うとともに、職務執行に関する取締役相互の監視と監督を行う。また、当社は最高経営責任者で

ある取締役社長の諮問機関として経営執行会議を設置し、業務執行に関する主要事項の報告・審議を行う。 

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 当社は、職務の執行が法令等に適合することを確保するため、役職員行動規範、コンプライアンス・

マニュアル、その他関連する規程を定める。また、取締役、執行役員および従業員は、誓約書を提

出し、これらを遵守する。 

② 当社は、Chief Compliance Officer(CCO)を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプ

ライアンスに関する啓蒙・推進活動およびコンプライアンス体制の運営・監視に努める。

ⅰ）コンプライアンス委員会が、啓蒙・推進活動を立案し、同委員会事務局および各部門長が中心と

なりこれを実施する。 

ⅱ）各部門長は、職務の執行において準拠・遵守すべき法令等を整理・確認し、業務手順書やチェック

リスト等の整備・改定を行い、運用の徹底に努める。

ⅲ）コンプライアンス委員会は、コンプライアンス違反事案について報告を受け、その対応状況につ

いてレビューを行う。 

ⅳ）コンプライアンス委員会は、上記の実施状況の確認とその評価を行い、CCO がこれを定期的に取締

役会、経営執行会議へ報告する。取締役会は、この報告を受け、年 1 回のマネジメントレビュー

を実施する。 

③ 当社は、法令違反その他コンプライアンスについての内部通報制度を整備し、取締役会、監査役会

へ適切な報告がなされるための体制を整える。このため、相談・通報窓口を社内・社外に設置する

とともに、社内規程において、通報者に対する通報を理由とした不利益な取扱いを禁止する。

④ 監査役は、定期的、随時に取締役の職務執行につき法令及び定款に違反する重大な事実がないか、

また取締役会等の経営判断につき取締役の善管注意義務・忠実義務の観点から不当な点がないかを

監査する。また、監査役ならびに内部監査部門は、各部門におけるコンプライアンスの状況につい

て監査を実施し、取締役会等に報告する。

⑤ 当社は、金融商品取引法で求められる財務報告の信頼性を確保するため、内部統制体制の整備・運

用・評価を実施する。

⑥ 当社は、反社会的勢力に対しては一切の関係をもたず、不当要求を受けた場合等の事案発生時には、

総務担当部門を対応統括部署として警察および顧問弁護士等と連携し毅然とした態度で対応する。
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(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 当社は、取締役の職務の執行に関する情報(株主総会議事録、取締役会議事録、経営執行会議の記録、

経理に関する帳票類などの経理資料等)については、法令ならびに文書管理基準に従い、適切に保存

および管理する。

② 当社は、個人情報の保護を含む全般的な情報については、情報資産マネジメント規程および HSE・

品質・情報セキュリティ基本方針に従い、適切に保存および管理する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社は、当社の業務全般について、事業環境の変化を含めリスクの可能性のある事象を識別し、リ

スクの分類、分析、評価、対応を行うプロセスおよびその所管部門、関連規程等を明確化させ、リ

スク管理体制を整備する。

② 当社は、諸規程、手順書、業務フロー等を整備し、次のとおり運用する。また、当社が認識すべき

主要なリスクについては、これを整理し、共有化を図る。

ⅰ) 重要案件の基本方針を取締役会および経営執行会議に諮り、承認を得る。 

ⅱ) プロジェクト管理担当部門を設け、重要案件の取組み初期からプロジェクト完了までの全期間に

おいて、リスクの管理並びに独立的立場からの事業部門への牽制を行う。 

ⅲ) 経営執行会議の下部機関として社内関係部門長からなるリスク対策委員会を設け、重要案件の中

でも特にリスクが高いと判断される案件について詳細な評価と対応策の検討を行う。 

③ 当社は、当社の事業や財産・名誉・信用や役職員の生命・身体に重大な損害を与え、適正、適時に

対応を怠った場合に当社の存在を危うくするような緊急かつ重大な危機が発生した場合に機動的に

対応するため危機管理規程を定め、これに基づき次の危機管理体制を確立する。

ⅰ) 危機管理体制としては、平時においては、危機管理室および関連各部門が危機に繋がる可能性を

早期に察知・把握し、危機発生時においては、社長直轄の危機対策本部が危機対応に関する全て

の事項について必要な意思決定を行う。 

ⅱ) 危機管理規程に基づき、事業継続計画を定め、発生時の緊急体制と運営方法等を策定し、予防措

置、教育・訓練等を実施するとともに、計画の定期的な点検および不備の是正を行う。 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 中長期の経営戦略や経営の重要事項を決定するため、月 1 回の定例取締役会、社外取締役・社外監

査役に対する執行部門による業務執行状況報告のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。

② 取締役の職務の執行を迅速かつ効率的に行うため、執行役員制度を設け、取締役会において執行役

員を選任し、取締役の監督のもと、委嘱された業務の執行にあたらせる。また、経営執行会議にお

いて役付執行役員を中心に業務の執行に関する事項を報告、審議する。

③ 変化の激しい市場環境のもとで、経営の意思決定の迅速性を確保するとともに、透明性のある合理

的な経営判断を行うため、取締役会および経営執行会議に関する規程や付議基準等について定期的

な見直しを行う。また、同様の観点から、各役職の業務執行の権限、責任、執行手順などを定めた
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組織・職務権限規程等の規程についても定期的な見直しを行う。 

(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 当社は、グループ各社の健全な経営および効率的な職務の執行を促進させるべく、グループ会社管

理規程を定め権限と責任を明確にし、グループ経営管理部門が事業計画・運営方針・利益目標等に

ついて当社とグループ各社との調整およびグループ経営に関する全社的課題への対応を行う。

② 当社は、関連するグループ会社を支援して EPC(設計・調達・工事)を遂行するための基盤と機能を

強化するとともに、営業に関するグループ戦略の共有と連携を行う。

③ 当社は、グループ会社における現地法制等との適合性も考慮し、グループ全体のコンプライアンス

体制の整備と運用を行う。また、財務報告の信頼性確保に向けた取り組みおよび安全保障貿易管理

制度遵守の徹底についても、関連各部門が連携して実施する。

④ グループ会社は、各社ごとのリスク管理体制および危機管理体制を整備するとともに、グループ経

営に重要な影響を与えるリスクについては、グループ経営管理部門が各社状況を的確に把握し管理

する。

⑤ グループ経営管理部門は、グループ会社に対して、内部監査部門、経理財務部門、監査役と連携し

て、業務執行状況および財務状況に関する定期的な報告を求め、管理・統制を計画的に実施する。

⑥ 持分法適用会社に対しては、その持分および負担すべき責任の割合に応じた適切な管理体制を構築

し、グループ経営管理部門が管理を実施する。

⑦ 当社は、大株主２社(三井物産株式会社、三井化学株式会社)との諸取引にあたっては、案件審査や

取引条件の設定など、他の取引先と同様に、透明性をもって審議を行う。

⑧ 当社は、少数株主の存在する子会社の経営に関しても、少数株主の利益を尊重し、不正・不当な取

引を強要することがないよう、透明性をもって審議を行う。

(6) 監査役の職務を補助する使用人に関する事項

① 当社は、監査役の職務を補助するため、監査役会事務局を設置する。監査役会事務局担当者は、(7)

項に述べる監査環境を踏まえ、関連各部門との兼務者とするが、使用人の監査関連職務遂行の際の

指揮・命令権者は監査役とする。

② これらの体制および独立性を確保するために、監査役会事務局担当者は、監査役の承認を得て指名

され、異動、懲戒等の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施されるものとする。

(7) 監査役への報告体制および監査役監査の実効を確保するための体制

① 常勤監査役は、経営管理上重要なすべての会議に常時出席する。

② 当社は、代表取締役と監査役との四半期ごとの定期協議の場を設け、会社事業環境とリスク、会社

が対処すべき課題、監査役監査環境整備の状況、監査上の重要課題等についての意見交換をする。

③ 監査役は、内部監査部門との定期的および随時の協議を通じ、監査役監査と内部監査との連携を図

る。
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④ 常勤監査役は、定期的および随時に各部門の監査ヒアリングならびに国内外の主要なグループ会社

および建設現場の往査を実施する。また、取締役は、往査体制を充実させる。

⑤ 常勤監査役は、監査役監査基準の内容および運用方針を取締役会等に報告し、取締役および執行部

門の監査協力を図る。

⑥ 取締役は、当社およびグループ会社の経営管理上の重要決裁文書や報告文書等が、定期的に、また

は、事象の発生や意思決定の都度、常勤監査役に遅滞なく報告されること、また、監査役への報告

者に対する報告を理由とした不利益な取扱いがされないことを常に徹底する。

⑦ 取締役は、監査役による監査に協力し、監査にかかる諸費用については、監査の実効を担保するべ

く予算を措置する。

２．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務

の適正を確保するための体制の運用状況 

(1) コンプライアンス

 当社は、役職員行動規範やコンプライアンス・マニュアルを整備し、コンプライアンスに関する啓蒙・

推進のための機関としてコンプライアンス委員会を設け活動している。当事業年度の当該体制の運用状況

のうち主なものは以下のとおりである。 

・コンプライアンス委員会による、啓蒙・推進活動計画の立案、その実施状況の確認・評価、役職員行動

規範等の遵守状況の監視・監督、および、これらに関する取締役会への報告

・取締役会による、上記報告に対するマネジメントレビューの実施

・コンプライアンス研修(e ラーニング、新入社員研修、新任管理職研修)

・監査役および内部監査部門によるコンプライアンス監査の実施と取締役会への報告

・財務報告の信頼性確保に向けた内部統制の整備・運用・評価の実施

・全グループ会社を対象とした統一的な内部通報制度の運用

(2) リスク管理

 当社は、業務遂行上のリスクを管理するため、リスクの可能性のある事象の識別、リスクの評価、その

対策の検討というプロセスを明確化させた業務関係諸規程、手順書、業務フロー等を整備しリスク管理を

している。当事業年度の当該体制の運用状況のうち主なものは以下のとおりである。 

・当社事業環境におけるリスクの定量的評価の実施

・リスク対策委員会におけるプロポーザルとプロジェクトのリスクの詳細な分析・評価、および対応策

の検討・答申。なお、特に大型プロジェクトの受注および遂行に関して、監査役より、その実務面にお

いて更なるリスク管理の徹底を行うべきとの指摘があり、今後も真摯に取り組んでいく。

・プロポーザル承認プロセスの運用強化

・地震、火災等の危機発生を想定した訓練の実施、および事業継続計画における緊急体制、運営方法等

の定期的な点検と改善

・セキュリティ管理策に基づく情報管理(秘密保持の同意取得、情報資産の管理、場所(区画)の管理、モ
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バイル端末を含む情報処理装置の管理、ネットワーク、システム等の管理、情報のバックアップ、電

子メールの取扱い、知的財産管理、個人情報の保護) 

(3) 職務執行の適正および効率性の確保

 当社は、取締役会規程、同付議基準、経営執行会議規程、同付議基準等により取締役会が判断し決定す

る事項と執行役員等への委任事項を定め、取締役の職務執行の効率化を図っている。取締役会は社外取締

役４名を含む９名、経営執行会議は役付執行役員を中心に構成され、当事業年度は、取締役会を 16 回開催、

経営執行会議を 86 回開催した。当事業年度の当該体制の運用状況のうち主なものは以下のとおりである。 

・審議・決裁を効率良く的確に進めることを念頭においた会議資料の作成および議案説明の実施

・開催前の検討時間確保のため、会議資料の余裕を持った事前配布と事前説明の実施

・取締役会の付議前における経営執行会議での議案の十分な審議

(4) 企業集団における業務の適正の確保

 当社は、当社グループの統括機能の強化および戦略の共有と連携等を図ることにより、当社グループに

おける業務の適正を確保するための体制整備に努めている。当事業年度の当該体制の運用状況のうち主な

ものは以下のとおりである。 

・グループ内案件戦略の共有と連携強化に向けた当社と主要グループ会社間の営業調整会議の実施、お

よび個別プロジェクトを通じたグループ会社の機能強化支援

・グループ会社からの業務執行状況、財務状況、リスク等に関する月次報告等に基づく、グループ各社

の状況の的確な把握および計画的な管理・統制

・持分法適用会社への適切な管理体制の構築

(5) 監査役監査の実効性確保

 監査役会は、社外監査役２名を含む４名の監査役で構成され、当事業年度において、19 回開催され、監

査実施要領、監査の内容・結果などについて報告、審議を行った。当事業年度の監査役監査の実効性確保

に関する主な取り組みは以下のとおりである。 

・取締役、執行役員および主な従業員等からの会社事業状況等の聴取や、子会社往査を含む必要な調査

の実施による取締役の職務執行の監査

・監査役の取締役会への出席、および、四半期ごとに開催する監査役と代表取締役との定期協議におけ

る意見交換

・常勤監査役による、経営執行会議など経営上重要な会議への常時出席および重要事項に関する監査役

会への報告

・監査役会と会計監査人および業務監査部との間における、監査計画、重点監査項目、監査方法、審査と

品質管理の体制、会社の事業状況に関する所見の説明、監査結果等についての意見交換や、それぞれ

の独立性に配慮した上での、相互に連携した監査の実施

・取締役の指揮・命令から独立した監査役会事務局による監査役の職務遂行の補助
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１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

 （１）連結の範囲に関する事項

1) 連結子会社数　　　14 社

2) 主要な非連結子会社　　　㈱千葉データセンター

 （２）持分法の適用に関する事項

1) 持分法適用会社数

 2) 持分法非適用の主要な非連結子会社・関連会社　　　㈱千葉データセンター

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項

 （４）会計方針に関する事項

1) 有価証券の評価基準および評価方法は次のとおりであります。
その他有価証券

市場価格のない株式等　　　　　　　 ・・・移動平均法による原価法

2) 未成工事支出金の評価基準および評価方法は、個別法による原価法によっております。

3) デリバティブの評価方法は、時価法によっております。

4) 固定資産の減価償却の方法は、次のとおりであります。
1. 有形固定資産（リース資産を除く）

2. 無形固定資産（リース資産を除く）

3. リース資産

連 結 注 記 表

テックプロジェクトサービス㈱、テックビジネスサービス㈱、テック航空サービス㈱、Toyo Engineering Korea Limited、Toyo
Engineering India Private Limited、東洋工程（上海）有限公司他8社

非連結子会社9社の総資産の合計額、売上高の合計額、当期純損益の額のうち持分に見合う額の合計額および利益剰余
金の額のうち持分に見合う額の合計額はいずれも重要性に乏しく、連結計算書類に重要な影響をおよぼしておりません。

 非連結子会社        0 社

連結子会社Toyo Engineering Korea Limited、東洋工程（上海）有限公司他7社の決算日は12月31日でありますが、連結計
算書類の作成に当たっては同決算日現在の計算書類を使用しております。
なお、１月１日から連結決算日３月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っておりま
す。

市場価格のない株式等以外のもの・・・時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）

当社および国内連結子会社については主として定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建
物附属設備は除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法によっておりま
す。なお、在外連結子会社については主として定額法によっております。

主として定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、利用可能見込期間（５年間）による定額法に
よっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法によっております。なお、国際財務報告基準を適用している連結子会社については、国際財務報告基準第16号「リース」
を適用しております。これにより、リースの借手は、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産および負債として計上し
ており、資産計上されたリース資産の減価償却方法は定額法によっております。

関連会社 3 社
Offshore Frontier Solutions Pte. Ltd.、TOYO MODEC OFS India Private Limited、Offshore Frontier Solutions Malaysia Sdn. Bhd.

Offshore Frontier Solutions Malaysia Sdn. Bhd.は重要性が増したため、同社を新たに持分法適用の範囲に含めておりま
す。

持分法非適用の非連結子会社9社および関連会社4社の当期純損益の額のうち持分に見合う額の合計額および利益剰余
金の額のうち持分に見合う額の合計額はいずれも重要性に乏しく、連結計算書類に重要な影響をおよぼしておりません。
なお、持分法非適用の関連会社数が2社減少しております。
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5) 重要な引当金の計上方法は、次のとおりであります。
1. 貸倒引当金

2. 賞与引当金
従業員に支給すべき賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

3. 完成工事補償引当金
完成工事高として計上した工事に係る瑕疵担保に備えるため、過年度実績率に基づく発生見込額を計上しております。

4. 工事損失引当金
大型工事の完成に伴い発生することが確実な多額の損失に備えるため、その見込額を計上しております。

5. 関係会社事業損失引当金

6) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

7) 重要な収益および費用の計上基準

ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する
ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する

8) ヘッジ会計の方法

1. ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段

為替予約、通貨オプション、通貨スワップ、金利スワップなど
ヘッジ対象

外貨建金銭債権・債務、外貨建収益・費用など

2. ヘッジ方針

3. ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手段の時価変動額の比率をもって評価しております。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象の
資産、負債または予定取引に関する重要な条件が同一である場合には、ヘッジ有効性評価を省略しております。

関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、当社が負担することとなる損失見込額を計上
しております。

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。な
お、在外子会社等の資産および負債、収益および費用は在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および非支配株主持分に含めております。

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

当社グループでは、下記の５ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換により、その権利を得る
と見込む対価を反映した金額で収益を認識しております。

当社グループは主として一定期間にわたって履行義務が充足される役務の提供および工事請負契約を顧客と締結してお
ります。
一定の期間にわたり履行義務の充足が認められる工事について、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識して
おります。進捗度の測定は、当連結会計年度末までに発生した工事原価が工事原価総額に占める割合(インプット法)に基
づいて行っております。
工事原価総額については、工事案件ごとの仕様や工期といった契約内容を精査の上、機器・資材の調達先や工事業者か
らの見積りや過去に積み重ねてきた実績・経験・ノウハウに基づき、単価・数量・作業工程・作業工数等の主要な仮定を設
定し、期末決算日までの進捗状況を踏まえて、最善の見積りおよび仮定を継続的に見直しております。
また、一部の工事については、性能保証および納期保証を付しておりますが、契約履行に伴い、顧客へ一定の返金義務が
生じることが見込まれる場合には、当該部分を見積もった上で収益を減額しております。

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を採用
し、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。

為替等の相場変動による損失の発生を避けるため、主として当社の内部規程であるリスク管理方針等に基づき、当該変動
リスクをヘッジしております。
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9) その他連結計算書類作成のための重要な事項
1. グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

2. 退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法

・数理計算上の差異の費用処理方法

10) のれんの償却については、20年内で均等償却しております。

２．収益認識に関する注記

（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)

主たる地域市場
東南アジア・韓国
西南アジア・中東・アフリカ
日本
中国
北米
ロシア・中央アジア
中南米
その他
計 

主要な財又はサービスのライン
石油化学
化学・肥料
石油・ガス
発電・交通システム等
医薬・環境・産業施設
その他
計 

（注） １．金額は外部顧客からの完成工事高で表示しております。

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

（３）当連結会計年度および翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

1) 顧客との契約から生じた債権、契約資産および契約負債の残高

(単位：百万円)

49,189
27,673
56,808

2) 残存履行義務に配分した取引価格

(単位：百万円)

（注） 主として工事請負契約に係るものであり、その多くは１年超の長期にわたって完成工事高として認識されると見込
まれます。

合計

95,826 67,582 42,662 32,940 28,445 1,941 269,399

石油化学 化学・肥料
発電・交通
システム等

医薬・環境・
産業施設

石油・ガス その他

顧客との契約から生じた債権
契約資産
契約負債
契約資産は、工事請負契約について報告期間の末日時点での進捗度に基づいて測定した履行義務の充足部分と交換に
受取る対価に対する権利のうち、債権を除いたものです。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で債権に
振替えられます。 
契約負債は、主に顧客からの前受金に関連するものです。
当連結会計年度に認識された収益について、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、40,298百万円です。
なお、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から認識した収益に重要性はありません。

商品区分

4,751
182,941

２．完成工事高は、そのほとんどが顧客との契約から認識した収益であり、その他の源泉から認識した収益に重
　要性はありません。

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事
項に関する注記等　（４）会計方針に関する事項　7) 重要な収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

当連結会計年度

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
9年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

65,127
44,226
40,402
15,674
12,757

22,759
11,465
8,831

495
160

182,941

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整のうえ、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に
係る調整累計額に計上しております。

完成工事高

71,656
36,352
31,220
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３．表示方法の変更に関する注記

（連結損益計算書）

４．会計上の見積りに関する注記

（１）一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益

1) 当連結会計年度計上額(完成工事高のうち、一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益の額)

　完成工事高

2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

（２）繰延税金資産の評価

1) 当連結会計年度計上額

　繰延税金資産(純額)
（繰延税金負債と相殺前の金額は2,396百万円です。）　

2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

５．連結貸借対照表に関する注記

（１）担保資産
担保に供している資産

建物及び構築物
土地
投資その他の資産(その他)

計
（注）

（２）減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。

（３）保証債務
保証先 金額 内容

その他 履行保証
計

（４）財務制限条項

8 百万円

借入金のうち12,750百万円（１年内返済予定額含む）には、当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付
されております。

担保に供している資産の一部についてはパフォーマンスボンドの発行のため差し入れたもので、当連結会計年度
末現在、 対応債務は存在しておりません。

8 百万円

438 百万円
1,144 百万円

360 百万円
1,944 百万円

また、工事収益総額には、顧客と約束した対価のうち変動する可能性のある部分が含まれております。将来の不確実性を
伴う変動対価の見積りにあたっては、顧客との契約内容を精査の上、期末決算日において合理的に入手できるすべての情
報を考慮し、最善の見積りを行い、将来において収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、工事収益総額
に算入しております。
予測不能なリスクの顕在化、前提条件の変化などが生じた場合には、工事収益総額及び工事原価総額が変動し、翌連結
会計年度の収支に影響を及ぼす可能性があります。

1,197 百万円

当社および通算グループは、当連結会計年度末における将来減算一時差異および繰越欠損金から生じる繰延税金資産の
回収可能性について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）による会計上の
見積りを行っており、翌期1年間の一時差異等加減算前課税所得見込み等に基づき、繰延税金資産に対して総額36,386百
万円の評価性引当金を計上しております。
この会計上の見積りは、当連結会計年度末時点の最新の経営状況、遂行中案件の収支および新規受注見込案件の受注
時期の変動リスク等を総合的に勘案して行っておりますが、これらの前提条件に変化が生じた場合、評価性引当金が変動
することにより翌連結会計年度の財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業外費用」の「外国源泉税」は金額的重要性が減少したため、当連
結会計年度より「雑支出」に含めて表示しております。なお、前連結会計年度の「外国源泉税」は379百万円であります。

155,200 百万円

当社グループは、一定の期間にわたり履行義務の充足が認められる工事について、履行義務の充足に係る進捗度に基づ
き収益を認識しております。進捗度の測定は、当連結会計年度末までに発生した工事原価が工事原価総額に占める割合
(インプット法)に基づいて行っております。
工事原価総額は、工事案件ごとの仕様や工期といった契約内容を精査の上、機器・資材の調達先や工事業者からの見積
りや過去に積み重ねてきた実績・経験・ノウハウに基づき、単価・数量・作業工程・作業工数等の主要な仮定を設定し、期末
決算日までの進捗状況を踏まえて、最善の見積りを行っております。
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

（１）発行済株式数に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 38,558,507 14,030,100 - 52,588,607
Ａ種優先株式（株） 20,270,300 - 14,030,100 6,240,200

合計（株） 58,828,807 14,030,100 14,030,100 58,828,807

（注）

２．Ａ種優先株式の発行済株式数の減少は、Ａ種優先株式の消却による減少であります。

（２）自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 229,629 1,635 98 231,166
Ａ種優先株式（株） - 14,030,100 14,030,100 -

合計（株） 229,629 14,031,735 14,030,198 231,166
（注） １．普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。

３．普通株式の自己株式数の減少は、単元未満株式の売却による減少であります。
４．Ａ種優先株式の自己株式数の減少は、Ａ種優先株式の消却による減少であります。

（３）配当に関する事項
1) 配当金支払額

決議 株式の種類

普通株式

Ａ種優先株式

2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当はありません。

７．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

営業債務である支払手形および工事未払金等は、ほとんど１年内の支払期日であります。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計方
針に関する事項」に記載されている「ヘッジ会計の方法」をご覧ください。

当社グループは、資金運用については、一時的な余資は安全性の高い金融資産（債券・預金）で運用し、資金調達につい
ては主に銀行借入により調達しております。デリバティブは、将来の為替変動によるリスク回避、金利変動リスク回避、およ
び信用リスク回避を目的とし、投機的な取引は行わない方針であります。
営業債権である受取手形および完成工事未収入金等は、顧客および取引先の信用リスクと、為替の変動リスクに晒されて
おります。
信用リスクに関しては、受注時において顧客の信用リスクの精査を行うとともに、L/C決済などの支払保証手段、さらに輸出
信用保険を付保する等の対策を講じております。また為替の変動リスクについては、原則、先物為替予約を利用してフル
ヘッジすることとしております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引先企業との業務または資本提携等に関連する
株式であり、経理財務部門が定期的に時価を把握することとしております。

借入金は、主に設備投資や運転に必要な資金の調達を目的としたものであり、このうち長期借入金の一部については、支
払金利の変動リスクを回避するため、金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しております。
デリバティブ取引は、主として外貨建ての営業取引に係わる為替の変動リスクを回避することを目的とした先物為替予約
や、支払金利の変動リスクを回避するための金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しております。

2025年６月26日
定時株主総会

利益剰余金 506 25.0
2025年

３月31日
2025年

６月27日

2025年６月26日
定時株主総会

利益剰余金 958 25.0
2025年

３月31日
2025年

６月27日

配当の
原資

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

１．普通株式の発行済株式数の増加は、普通株式を対価とするＡ種優先株式の取得請求権が行
使されたことによる増加であります。

２．Ａ種優先株式の自己株式数の増加は、普通株式を対価とするＡ種優先株式の取得請求権が行使
されたことによる増加であります。

10



（２）金融商品の時価等に関する事項
連結決算日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額5,476百万円）は、「その他有価証券」には含めておりません。

(単位：百万円)

受取手形・完成工事未収入金等
　貸倒引当金(＊1)

未収入金
　貸倒引当金(＊1)

投資有価証券
　その他有価証券
資産　計
支払手形・工事未払金等
長期借入金
負債　計
デリバティブ取引(＊2)
　ヘッジ会計が適用されていないもの
　ヘッジ会計が適用されているもの(＊3)
デリバティブ取引　計
(＊1)完成工事未収入金・未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(＊2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(＊3)為替予約等の振当処理によるものはヘッジ対象の時価に含めて記載しております。

（３）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

レベル１の時価： 同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価： レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債

(単位：百万円)

投資有価証券
　その他有価証券 - -
資産　計 - -
デリバティブ取引
　ヘッジ会計が適用されていないもの - -
　ヘッジ会計が適用されているもの - -
デリバティブ取引　計 - -

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産および金融負債

(単位：百万円)

受取手形・完成工事未収入金等 - -
未収入金 - -
資産　計 - -
支払手形・工事未払金等 - -
長期借入金 - -
負債　計 - -

55,339 55,339
43,655 43,655
98,995 98,995

75,317 75,317
8,042 8,042

83,359 83,359

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

△ 617 △ 617
△ 1,186 △ 1,186
△ 1,804 △ 1,804

合計

2,064 2,064
2,064 2,064

△ 1,804 △ 1,804 -

金融商品の時価を時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類してお
ります。

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルの
うち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３

△ 617 △ 617 -
△ 1,186 △ 1,186 -

99,239 98,995 △ 243

55,395 55,339 △ 55
43,844 43,655 △ 188

2,064 2,064 -
85,561 85,424 △ 136

8,045 8,042 △ 3

8,501
△ 456

76,863
△ 1,412

75,450 75,317 △ 133

また、「現金預金」および「短期借入金」については、現金であること、預金および短期借入金は短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

連結貸借対照表
計上額

時価 差額
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(注) 時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明

受取手形・完成工事未収入金等ならびに未収入金

投資有価証券

支払手形・工事未払金等

長期借入金（一年内返済予定分を含む）

デリバティブ取引

８．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額
１株当たり当期純損失

９．重要な後発事象に関する注記

（資本準備金の額の減少および剰余金の処分）

（１）資本準備金の額の減少および剰余金の処分の目的

(２)資本準備金の額の減少の内容

1)減少する準備金の項目およびその額
資本準備金 4,549,744,713円

2）増加する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 4,549,744,713円

(３)剰余金の処分の内容

1)減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 4,549,744,713円

2)増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 4,549,744,713円

(４)資本準備金の額の減少および剰余金の処分の日程
　取締役会決議日 2026年５月14日
　定時株主総会決議日 2026年６月25日(予定)
　効力発生日 2026年６月26日(予定)

(５)今後の見通し

　当社は、2026年５月14日開催の取締役会におきまして、資本準備金の額の減少および剰余金の処分に関する議案を、
2026年６月25日開催予定の第71期定時株主総会に付議することを決議いたしました。

会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えるものであり
ます。

255.03 円
742.79 円

これらの内、短期間で決済するものは、時価は帳簿価額に近似していることから当該帳簿価額によっており、それ以外の時
価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローを、返済期日までの期間および信用リスクなどを
加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値に
より算定しており、レベル２の時価に分類しております。

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいて算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。

これらの内、短期間で決済されるものは、時価は帳簿価額に近似していることから当該帳簿価額によっており、それ以外の
時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間および信用リスクなどを加味した利率により割り引
いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時
価に分類しております。

繰越利益剰余金の欠損を填補することで、財務体質の健全化を図り、早期の復配を実現するために、資本準備金の額の
減少および剰余金の処分を行うものであります。

会社法第452条に基づき、上記(２)において資本準備金からその他資本剰余金に振り替えた金額を、繰越利益剰余金に
振り替え、欠損填補に充当するものであります。

(注)本件における資本準備金の額の減少は、会社法第449条第１項ただし書の要件に該当するため、債権者異議申述の手
続は発生しません。

資本準備金の額の減少および剰余金の処分は、いずれも当社貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理
であるため、純資産の額に変動を生じるものではなく、業績への影響はありません。
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１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）有価証券の評価基準および評価方法は次のとおりであります。

1) 子会社株式および関連会社株式・・・移動平均法による原価法

2) その他有価証券

市場価格のない株式等　　　　　　   ・・・移動平均法による原価法

（２）未成工事支出金の評価基準および評価方法は、個別法による原価法によっております。

（３）デリバティブの評価方法は、時価法によっております。

（４）固定資産の減価償却の方法は、次のとおりであります。

1) 有形固定資産（リース資産を除く）

2) 無形固定資産（リース資産を除く）

3) リース資産

（５）重要な引当金の計上方法は、次のとおりであります。

1) 貸倒引当金

2) 賞与引当金

3) 完成工事補償引当金
完成工事高として計上した工事に係る瑕疵担保に備えるため、過年度実績率に基づく発生見込額を計上しております。

4) 退職給付引当金
・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金および退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

② 数理計算上の差異の費用処理方法

・未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。

5) 工事損失引当金
大型工事の完成に伴い発生することが確実な多額の損失に備えるため、その見込額を計上しております。

6) 関係会社債務保証損失引当金

7) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。

（６）重要な収益および費用の計上基準

ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する
ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する

当社は、下記の５ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換により、その権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識して
おります。

個 別 注 記 表

市場価格のない株式等以外のもの・・・時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

定率法によっております。なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、1998年４月1日以

降に取得した建物（建物附属設備は除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

定額法によっております。耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、利

用可能見込期間（５年間）による定額法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

従業員に支給すべき賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（９年）による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。

関係会社に対する債務保証等に関して生じる損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、当社が負担することとなる損失見込額を計上しており
ます。

当社は主として一定期間にわたって履行義務が充足される役務の提供および工事請負契約を顧客と締結しております。
一定の期間にわたり履行義務の充足が認められる工事について、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、当事業

年度末までに発生した工事原価が工事原価総額に占める割合(インプット法)に基づいて行っております。

工事原価総額については、工事案件ごとの仕様や工期といった契約内容を精査の上、機器・資材の調達先や工事業者からの見積りや過去に積み重ねてきた

実績・経験・ノウハウに基づき、単価・数量・作業工程・作業工数等の主要な仮定を設定し、期末決算日までの進捗状況を踏まえて、最善の見積りおよび仮定

を継続的に見直しております。
また、一部の工事については、性能保証および納期保証を付しておりますが、契約履行に伴い、顧客へ一定の返金義務が生じることが見込まれる場合には、

当該部分を見積もった上で収益を減額しております。
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（７）外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

（８）ヘッジ会計の方法

1) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段

為替予約、通貨オプション、通貨スワップ、金利スワップなど
ヘッジ対象

外貨建金銭債権・債務、外貨建収益・費用など

2) ヘッジ方針
為替等の相場変動による損失の発生を避けるため、当社の内部規程であるリスク管理方針等に基づき、当該変動リスクをヘッジしております。

3) ヘッジ有効性評価の方法

（９）その他計算書類作成のための重要な事項
グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

２．収益認識に関する注記

（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

（３）当事業年度および翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

３．会計上の見積りに関する注記

（１）一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益
1) 当事業年度計上額（完成工事高のうち、一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益の額）

完成工事高 56,542 百万円

2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

（２）繰延税金資産の評価
1) 当事業年度計上額

繰延税金資産 ― 百万円

2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、為替予約等の振当処理の対象となって

いる外貨建金銭債権債務については、当該為替予約等の円貨額に換算しております。

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を採用し、特例処理の要件を満たしている金

利スワップについては特例処理を採用しております。

ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手段の時価変動額の比率をもって評価しております。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象の資産、負債または予定取引に関

する重要な条件が同一である場合には、ヘッジ有効性評価を省略しております。

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、連結注記表の「２．収益認識に関する注記 (１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に同一の内容

を記載しているため、注記を省略しております。

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記（６）重要な収益および費用の計上基準」に

記載のとおりであります。

当事業年度および翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報は、連結注記表の「２．収益認識に関する注記（３）当連結会計年度および翌連結会

計年度以降の収益の金額を理解するための情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

連結注記表の「４．会計上の見積りに関する注記 (１）一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益 2)その他見積りの内容に関する理解に資する

情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

当社は、当事業年度末における将来減算一時差異および繰越欠損金から生じる繰延税金資産の回収可能性について、「繰延税金資産の回収可能性に

関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）による会計上の見積りを行っており、翌期1年間の一時差異等加減算前課税所得見込み等に基づき、

繰延税金資産に対して総額43,637百万円の評価性引当金を計上しております。

この会計上の見積りは、当事業年度末時点の最新の経営状況、遂行中案件の収支および新規受注見込案件の受注時期の変動リスク等を総合的に勘案

して行っておりますが、これらの前提条件に変化が生じた場合、評価性引当金が変動することにより翌事業年度の財政状態および経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。
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４．貸借対照表等に関する注記

（１）減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。

（２）保証債務
金額 内容

TSE S.A. 8,487 百万円 借入保証
Toyo Engineering & Construction Sdn. Bhd. 138 百万円 履行保証等
その他 8 百万円 履行保証

8,635 百万円

（３）関係会社に対する金銭債権・金銭債務
金銭債権

短期金銭債権 15,120 百万円
長期金銭債権 7,077 百万円

金銭債務
短期金銭債務 2,686 百万円
長期金銭債務 29 百万円

（４）財務制限条項
借入金のうち12,750百万円（１年内返済予定額含む）には、当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されております。

５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引
営業取引

完成工事高 11,911 百万円
仕入高 8,646 百万円

営業取引以外の取引 18,099 百万円

６．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式数
普通株式 231,166 株

７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因
繰延税金資産

貸倒引当金 15,567 百万円
投資有価証券評価損 12,995 百万円
繰越欠損金 10,273 百万円
未収利息 1,505 百万円
工事未払金 1,117 百万円
債務保証損失引当金 701 百万円
繰延ヘッジ損失 370 百万円
工事損失引当金 23 百万円
その他 1,835 百万円
繰延税金資産小計 44,388 百万円
評価性引当額 △43,637 百万円
繰延税金資産合計 750 百万円

繰延税金負債
退職給付信託設定益 △690 百万円
前払年金費用 △592 百万円
その他有価証券評価差額金 △556 百万円
繰延税金負債合計 △1,839 百万円

繰延税金資産純額 △1,088 百万円

保証先

計
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８．関連当事者との取引に関する注記

関連会社等

会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引金額 科目 期末残高

運転資金の融資
注１

― 流動資産 その他 5,989 百万円

利息の受取り
注１

370 百万円 流動資産 その他 21 百万円

設計の発注
設計の発注
注２

3,985 百万円 工事未払金 1,350 百万円

Toyo U.S.A., Inc.
所有

直接　100.0％
設計の請負

設計の請負
注２

9,572 百万円 完成工事未収入金 579 百万円

PT. Inti Karya
Persada Tehnik

所有
直接　47.0％

運転資金の融資
運転資金の融資
注３

―
関係会社
長期貸付金

2,538 百万円

保証債務
保証債務
注４

10,735 百万円 ― －

資金の立替
資金の立替
注５

5,968 百万円 流動資産 その他 6,093 百万円

TS Participações e
Investimentos S.A.

所有
直接 97.7%

増資の引受 増資の引受 24,093 百万円 ― ―

NEDL
Construcoes de
Dutos do Nordeste
Ltda.

所有
直接　42.5％

運転資金の融資
運転資金の融資
注１、６

―
関係会社
長期貸付金

3,707 百万円

(注)取引条件および取引条件の決定方針等
１ 運転資金の借入および融資に係る金利については、市中の実勢金利等を勘案して決定しております。
２ 設計の発注および請負については、市場価格に基づいて価格交渉し、一般取引と同様に決定しております。
３ PT. Inti Karya Persada Tehnikに対する運転資金の融資については、経営支援のため無利子としております。
４

５

６

９．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 128.22 円
１株当たり当期純損失 233.87 円

１０．重要な後発事象に関する注記

連結注記表の「９．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

子会社

属性 取引の内容

子会社
Toyo Engineering
India Private Limited

所有
直接　98.9％

運転資金の融資

子会社

NEDL Construcoes de Dutos do Nordeste Ltda.に対する関係会社長期貸付金については、期末残高に対して3,707百万円の貸倒引当金を計
上しております。

子会社 TSE S.A.
所有

間接 97.7%

子会社

関連
会社

TSE S.A.の銀行借入につき、債務保証を行ったものであり、当事業年度において債務保証損失引当金2,247百万円および債務保証損失引当
金繰入額919百万円を計上しております。

TSE S.A.の負担に属する支出を当社が一時的に立替えているものです。また、当該立替金の期末残高に対して、当事業年度において貸倒引
当金6,093百万円および貸倒引当金繰入額5,992百万円を計上しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 

 

 

 
    

 
独立監査人の監査報告書  

2026年５月28日
東洋エンジニアリング株式会社 
 取締役会 御中 

EY新日本有限責任監査法人 
東京事務所 
指定有限責任社員 

公認会計士 安 永 千 尋
業 務 執 行 社 員 
指定有限責任社員 

公認会計士 田 島 哲 平
業 務 執 行 社 員 

 

 
監査意見 
 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東洋エンジニアリング株式会社の
2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。 
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、東洋エンジニアリング株式会社及び連結子会社からなる企業集団
の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的
影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子
会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
その他の記載内容 
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の 

過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその
他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。 
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な

虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部

統制を整備及び運用することが含まれる。 
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項

を開示する責任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務

の執行を監視することにある。 

 

連結計算書類の監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書に

おいて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意

思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

 

 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項

に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切で

ない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監

査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状

況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の

表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して

いるかどうかを評価する。 

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する

十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査

人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、

単独で監査意見に対して責任を負う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準

で求められているその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水

準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係 

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。 

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 

独立監査人の監査報告書 
2026年５月28日

東洋エンジニアリング株式会社 
取締役会 御中 

EY新日本有限責任監査法人 

東京事務所 

指定有限責任社員 
公認会計士 安 永 千 尋

業 務 執 行 社 員 

指定有限責任社員 
公認会計士 田 島 哲 平

業 務 執 行 社 員 

監査意見 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東洋エンジニアリング株式

会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第71期事業年度の計算書類、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下

「計算書類等」という。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影

響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立して

おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 

 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内

容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間

に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記

載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。 
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 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開

示する責任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務

の執行を監視することにある。 

 

計算書類等の監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお

いて独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は

誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定

に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

めに、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない

場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の

結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ

り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表

示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している

かどうかを評価する。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準

で求められているその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水

準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。 

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本 

 

 

 
    

 
監 査 報 告 書 

 

 
当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第71期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員

の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

(1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、毎月開催する監査役会において各監

査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監

査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。 

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画

等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集

及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社

及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社

については、取締役及びその使用人等から子会社の事業及び財産の状況について定

期的に報告を受けるほか、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換

を図りました。 

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適

正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に

定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて

いる体制（内部統制システム）の構築及び運用の状況について、監査役会が定めた

「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づき、取締役及び使用人等に評価

を求め、その結果について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を

表明いたしました。また、子会社の取締役及び使用人等からも定期的にその構築及

び運用の状況について報告を受けました。なお、金融商品取引法上の財務報告に係

る内部統制については、内部監査部門の監査結果を踏まえ、会計監査人から、当該

内部統制の整備・運用の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めました。 

③会計監査人から会計監査人の監査計画、監査重点項目、監査の内容及び方法につい

て説明を受け、協議を行うとともに、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明

細書並びに連結計算書類の監査結果について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。更に会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人から、その職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が

適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事

項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している

旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに

連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注

記表）について検討いたしました。 

2．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい

ても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。 

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。 

2026年５月28日 

東洋エンジニアリング株式会社 監査役会 

常任監査役（ 常 勤 ） 根 村 俊 彦㊞ 

監 査 役（ 常 勤 ） 吉 田  寛㊞ 

監 査 役（社外監査役） 松 尾 英 喜㊞ 

監 査 役（社外監査役） 三 好 貴 子㊞ 

以 上 
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